
No. 質問 回答

1

参加資格が認められた後に開示される「既
設照明・提案ＬＥＤ照明リスト及び省エネ試
算表（様式第７）」とあわせて必要であれば
建物図面等の開示も可能でしょうか。

提案書作成時については、「既設照明・提
案ＬＥＤ照明リスト及び省エネ試算表（様式
第７）」を基準に作成していただきますの
で、建物図面等の開示は行いません。
優先交渉権者になった場合は、現地詳細
調査等を行う際に必要に応じてお渡ししま
す。

2

照明器具交換工事の際にＰＣＢが見つかっ
た場合は津島市の指示する方法・場所へＰ
ＣＢを移動することとし、最終的な処理は津
島市の負担により定められた方法で処理す
るとの認識でよろしいですか。

現時点ではＰＣＢがない想定で進めていま
すが、万が一ＰＣＢが見つかった場合は発
注者へ報告を行い、津島市の負担により処
理します。

3

提案書について
企画提案書作成方法を参考に、この内容を
網羅したうえで、Ａ3サイズ片面5枚以内に
納めることでよろしいでしょうか

そのとおりです。

4
10.企画提案書等作成方法のリース費内訳
明細書（製品代及び施工費の内訳明細付）
を記載する専用の様式はありますか。

ありません。任意の様式で作成してくださ
い。

5
10.企画提案書等作成方法の機器仕様明
細書を記載する専用の様式はありますか。

ありません。任意の様式で作成してくださ
い。

6
第１回目のリース料の支払いはいつです
か。

第１回目は、令和６年４月末日にご請求い
ただき、担当課が請求書を受理後30日以
内に支払うものとします。

7

維持管理に関してリース契約に付帯する動
産総合保険では地震などの天災で照明器
具が破損した場合の修理費等は保険金で
賄うことが出来ません。原則として天災によ
る被害の修繕等は津島市の負担であると
の認識でよろしですか。

ご質問通りの認識で構いません。
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8

賃貸借期間中に津島市の都合により器具
の移設等が発生した場合の移設費用等は
津島市の負担であるとの認識でよろしいで
しょうか。また、移設を原因とした器具の不
具合の修繕等も津島市の負担であるとの
認識でよろしいですか。

ご質問通りの認識で構いません。

9

賃貸借期間終了後、無償譲渡の条件です
のでリース会社に固定資産税の負担はな
いとの認識でよろしいですか。また、無償譲
渡は現状有姿の状態での引き渡しであると
の認識でよろしいですか。

固定資産税に関しては、津島市税務課へ
減免申請書を提出していただく必要があり
ますが、ご質問の認識通りです。
無償譲渡は現状有姿の状態での引き渡し
であるとの認識で構いません。

10

契約不適合責任についての実務としては
工事会社等の責任により解決を図るものと
し、リース会社は物件の品質等の不適合に
ついては責任を負わないとの理解でよろし
いですか。

契約者は全てに責任を負い、各構成員は
役割分担においてリース会社と連帯で責任
を負います。

11

既設照明・提案ＬＥＤ照明リスト及び省エネ
試算表（様式第７）について
参加資格が認められた事業者に対して照
明一覧表を送付するとのことですが、その
資料には、灯具種別、灯具数等、見積に必
要となる内容が記載されておりますでしょう
か。

既設照明・提案ＬＥＤ照明リスト及び省エネ
試算表（様式第７）に記載されています。

12

ＬＥＤ照明設置台数について
設置するＬＥＤ照明機器の台数は、既設照
明と同位置、同台数が前提ということでよろ
しいでしょうか。

設置するＬＥＤ照明機器の台数は、既設照
明と同位置、同台数を前提とします。台数
を減らすことは、提案時には認めません。
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